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監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置の公表 

 

 監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置について、佐倉市長、佐倉市農業委員会会

長及び佐倉市教育委員会教育長より通知があったので、地方自治法(昭和２２年法律第６７

号)第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表します。 

 

監査結果告示日 令和７年１２月２２日 

措置結果告示日 令和８年 ２月２０日 

 

佐倉市監査委員 滝 田   理  

佐倉市監査委員 瀬 田 和 俊  

                           佐倉市監査委員 岡 村 芳 樹 

 

令和７年度定期監査及び行政監査（第１回） 

 監査対象部署 

［予備監査及び監査委員監査］ 

市民部（市民課、健康保険課、自治人権推進課、佐倉市民サービスセンター、佐倉市

パスポートセンター、ミレニアムセンター佐倉、消費生活センター、市民公益活動サ

ポートセンター）、福祉部（社会福祉課、高齢者福祉課、介護保険課、障害福祉課）

こども支援部（子育て交流センター）、健康推進部（健康推進課、母子保健課）、経

済環境部（農政課、商工振興課、生活環境課、廃棄物対策課）、農業委員会事務局、

教育部（中央公民館、佐倉図書館） 

［書面審査］ 

市民部（志津出張所、臼井・千代田出張所、根郷出張所、ユーカリが丘出張所、和田

出張所、弥富派出所、西志津市民サービスセンター、志津コミュニティセンター、和

田ふるさと館、千代田・染井野ふれあいセンター）、こども支援部（こども政策課、

こども保育課、こども家庭課）、都市部（都市計画課、公園緑地課、建築指導課、住

宅課、市街地整備課）、選挙管理委員会事務局 

 

指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

１ 指摘事項 

（１）契約事務について 

ア 事業の執行伺の記載について（障害福祉

課） 

執行伺については、佐倉市契約事務要綱第

３条により、事業を執行するときは、執行伺

の起案に事業名、事業場所等の必要事項を明

記しなければならないことが規定されてい

る。 

しかし、執行伺の記載内容に誤りのあるも

のが１件認められた。 

１ 指摘事項 

（１）契約事務について 

ア 事業の執行伺の記載について 

契約事務の執行伺いにつきましては佐倉市

契約事務要綱を遵守するとともに、入札事務

や随意契約のチェックリストを活用するな

ど、チェック体制の強化を図ることで、適正

な契約事務を確保し、再発防止に努めてまい

ります。（障害福祉課） 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適

正な契約事務を確保されたい。 

 

イ 随意契約該当理由について（自治人権推

進課、社会福祉課、健康推進課、農業委員会

事務局） 

随意契約執行の際、随意契約の根拠となる

地方自治法施行令第１６７条の２第１項に記

載されている理由の選択誤りが５件（自治人

権推進課１件、社会福祉課１件、健康推進課

２件、農業委員会事務局１件）認められた。 

今後は、チェック機能の強化を図り、適正

な契約事務を確保されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 予定価格書について（自治人権推進課） 

随意契約においては、佐倉市財務規則第１

４３条により、同条各号のいずれかに該当す

る契約を除き、同規則第１２８条第１項の準

用により予定価格を定め、同規則第１３０条

の準用により予定価格書を作成することが規

定されている。 

しかし、予定価格書の見積書比較価格に誤

りのあるものが２件、見積徴取日に誤りのあ

るものが１件認められた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な

 

 

 

イ 随意契約該当理由について 

 随意契約該当理由の選択につきましては、

地方自治法施行令に記載されている内容を確

認し、理由の選択に誤りがないよう、チェッ

ク体制の強化を図ることで適正な契約事務の

確保に努めてまいります。（自治人権推進

課） 

 

随意契約事務については、佐倉市契約事務

要綱等における関係規定を遵守するととも

に、「随意契約チェックリスト」の活用によ

るチェック機能の強化を図ることにより、適

正な執行に努めてまいります。（社会福祉

課） 

 

随意契約の事務手続きに関する規定につい

て改めて確認し理解を深めるとともにチェッ

ク機能の強化に努めました。（健康推進課） 

 

 今後は、地方自治法施行令第１６７条の２

第１項を遵守し、チェック機能の強化を図

り、適正な契約事務を実施してまいります。

（農業委員会事務局） 

 

ウ 予定価格書について 

随意契約における予定価格書につきまして

は、佐倉市財務規則を遵守し、予定価格書の

価格や見積徴取日の確認を徹底することで記

載誤りを無くし、適正な契約事務を遂行して

まいります。（自治人権推進課） 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

契約事務を確保されたい。 

 

エ 見積書について（自治人権推進課、市民

公益活動サポートセンター、介護保険課、農

業委員会事務局） 

随意契約においては、佐倉市契約事務要綱

第２６条第１項により、見積書には、見積金

額、宛名、自己の名称又は商号、事業名称、

事業場所及び見積徴取日を明記しなければな

らないことが規定されている。 

しかし、見積書に事業場所が明記されてい

ないものが６件（自治人権推進課２件、市民

公益活動サポートセンター１件、介護保険課

２件、農業委員会事務局１件）、事業名称が

明記されていないものが１件（介護保険課）

認められた。 

今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適

正な契約事務を確保されたい。 

 

 

 

オ 随意契約関係書類について（自治人権推

進課、生活環境課、農業委員会事務局） 

随意契約事務については、各担当課の責任

において、適正に事務を執行する必要があ

る。 

随意契約における事務手続については、契

約検査課により「随意契約チェックリスト」

が作成されており、随意契約の事前準備から

契約締結までに行う事務の進捗確認や誤り防

止に活用されている。 

しかし、随意契約の事務手続について、同

意書の協議同意日が会計年度前の日付となっ

ているものが１件（生活環境課）認められ

た。 

また、契約締結起案の記載内容に誤りのあ

るものが１件（自治人権推進課）認められ

た。 

 

 

エ 見積書について 

随意契約における見積書につきましては、

佐倉市契約事務要綱を遵守し、記載すべき事

項に漏れがないかの確認を徹底することで、

適正な契約事務の確保に努めてまいります。

（自治人権推進課、市民公益活動サポートセ

ンター） 

 

佐倉市契約事務要綱を遵守し、見積徴取業

者に対し見積書に記載すべき事項を適切に指

示するとともに、起案審査時にチェックシー

トを活用するなど確認体制を強化し、適正な

契約事務を徹底、再発防止に努めてまいりま

す。（介護保険課） 

 

 今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適

正な契約事務を実施してまいります。（農業

委員会事務局） 

 

オ 随意契約関係書類について 

随意契約事務に関しましては、決裁時に

「随意契約チェックリスト」を活用し、複数

人で確認することで、チェック体制を強化し

記載誤り防止に努めてまいります。（自治人

権推進課） 

 

随意契約の事務手続きにつきましては、佐

倉市契約事務要綱を遵守するとともに、最新

の「随意契約チェックリスト」を活用するな

ど、チェック体制の強化を図ることで、適正

な事務処理に努めてまいります。（生活環境

課） 

 

 今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、チ

ェック機能の強化を図り、適正な契約事務を

実施してまいります。（農業委員会事務局） 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

さらに契約書中、契約相手方の名称に誤り

のあるものが１件（農業委員会事務局）認め

られた。 

今後は、チェック機能の強化を図り、適正

な契約事務を確保されたい。 

 

（２）現金出納について 

ア 払込遅延について（生活環境課） 

佐倉市財務規則第３６条により、直接収納

した現金等は、その経理を明らかにするとと

もに、納付書により翌営業日までに指定金融

機関等に払い込まなければならないことが規

定されている。 

しかし、収納金に関し、払込み遅延が１５

件認められた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な

管理を確保されたい。 

 

（３）文書の管理について 

ア 文書の収受について（自治人権推進課） 

佐倉市文書管理規程第１２条により、同条

第３号に規定する刊行物、ポスター等を除

き、文書及び荷物は、直ちに開封して確認の

上、文書の余白に文書収受印を押印するもの

と規定されている。 

しかし、補助金交付関係書類に文書収受印

の押印のないものが１件認められた。 

今後は、佐倉市文書管理規程を遵守し、適

正な文書の取扱いを確保されたい。 

 

イ 起案文書等の日付について（健康保険

課、高齢者福祉課、健康推進課、母子保健

課、農政課、佐倉図書館） 

佐倉市文書管理規程第１９条第４号によ

り、起案文書には、保存期間、起案年月日等

の必要事項を表示するものとすると規定され

ている。 

また、同規程第２８条により、起案者は決

 

 

 

 

 

 

（２）現金出納について 

ア 払込遅延について 

佐倉市財務規則を遵守し、現金管理を適正

に行い、直接収納した現金は翌営業日までの

払い込みを適時確実に実施し、適正管理に努

めてまいります。（生活環境課） 

 

 

 

 

 

 

（３）文書の管理について 

ア 文書の収受について 

 文書の収受に関しては、受領時において即

時押印をするよう徹底し、併せて起案時にお

いても再度確認を行うなど、佐倉市文書管理

規程を遵守し、適正な文書の取扱いを行うよ

うに努めてまいります。（自治人権推進課） 

 

 

 

 

 

イ 起案文書等の日付について 

 起案文書処理につきましては、佐倉市文書

管理規程を遵守するとともに、決裁後は決裁

日及び施行日をすぐに記入し、適正な文書の

取扱いに努めてまいります。（健康保険課） 

 

佐倉市文書管理規程を遵守し、決裁後速や

かに決裁日及び施行日を記載するよう、事務
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

裁の終わった起案文書（以下「決裁文書」と

いう。）に所定事項を記入し、併せて施行の

手続をすると規定されている。さらに、同規

程第３３条第１項により、決裁文書には施行

日を表示しておかなければならないと規定さ

れている。 

しかし、決裁日の記載漏れが７件（健康保

険課１件、高齢者福祉課１件、健康推進課３

件、農政課１件、佐倉図書館１件）、施行日

の記載漏れが１４件（健康保険課１件、高齢

者福祉課２件、健康推進課５件、母子保健課

１件、農政課４件、佐倉図書館１件）認めら

れた。 

今後は、佐倉市文書管理規程を遵守し、適

正な文書の取扱いを確保されたい。 

 

ウ 起案文書の訂正について（健康保険課） 

佐倉市文書管理規程第１９条第５号によ

り、起案文書を訂正するときは、訂正を加え

た箇所に朱線を引き、訂正者が訂正した旨の

表示をするものと規定されている。 

しかし、訂正者の表示のないものが１件認

められた。 

今後は、佐倉市文書管理規程を遵守し、適

正な文書の取扱いを確保されたい。 

 

（４）起案文書における事前の供覧について

（市民課、健康保険課、自治人権推進課、ミ

レニアムセンター佐倉、高齢者福祉課、介護

保険課、障害福祉課、健康推進課、母子保健

課、農政課、商工振興課、生活環境課、廃棄

物対策課、農業委員会事務局） 

佐倉市事務決裁規程第３条第８項により、

起案者は、市長が別に定める事務に関して起

案を行うときは、最初の審査者による審査を

受ける前に、当該審査者が指名する職員にそ

の内容を供覧しなければならないと規定され

ている。さらに、令和６年１２月１１日付け

を徹底いたします。（高齢者福祉課） 

 

決裁の終わった起案文書については、必要

事項の記載漏れがないよう、文書施行時や保

管時に確認を行うように留意いたします。

（健康推進課、母子保健課） 

 

 佐倉市文書管理規程を遵守し、決裁後は速

やかに決裁日及び施行日を記載することを徹

底し、再発防止に努めてまいります。（農政

課） 

 

 佐倉市文書管理規程を遵守し、適正な文書

の取扱いに努めてまいります。（佐倉図書

館） 

 

ウ 起案文書の訂正について 

 起案文書の訂正につきましては、佐倉市文

書管理規程を遵守し、訂正等を行ったときに

は、訂正者の表示をし、適正な事務処理に努

めてまいります。（健康保険課） 

 

 

 

 

 

（４）起案文書における事前の供覧について 

今回の指摘を踏まえ、佐倉市事務決裁規程

及び総務部長通知内容を改めて所属内に周知

し、契約関連事務における事前供覧を確実に

実施するよう徹底してまいります。 

併せて、確認者の明示漏れを防止するた

め、今後作成する契約関連案件については、

起案時に「確認者チェックリスト」を添付

し、確認者の要否と、必要な場合の確認者氏

名、確認日及び確認方法を記入したうえで決

裁を受ける運用といたします。（市民課、健

康保険課、自治人権推進課、ミレニアムセン
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佐行第６２５号総務部長通知により、契約関

連事務について事前の供覧を行う者（確認

者）による確認を行い、その旨を明示するこ

とが追加された。 

しかし、契約の執行伺及び契約締結伺の起

案において、確認者による事前の供覧が明示

されていなかったものが７４件（市民課４

件、健康保険課８件、自治人権推進課１１

件、ミレニアムセンター佐倉４件、高齢者福

祉課１１件、介護保険課２件、障害福祉課１

１件、健康推進課６件、母子保健課６件、農

政課１件、商工振興課４件、生活環境課２

件、廃棄物対策課２件、農業委員会事務局２

件）認められた。 

今後は、佐倉市事務決裁規程等を遵守し、

適正な事務決裁を徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 意見 

（１）市独自補助金（助成金・交付金）にお

ける補助金交付要綱の補助対象経費について

（自治人権推進課、高齢者福祉課） 

補助金（助成金・交付金）を交付するに際

しては、補助対象経費の範囲を曖昧にせず明

確にすることが求められる。各補助金交付要

綱に規定する補助対象経費について、対象経

費を列挙した最後に「等」と表記したり、

「に要する費用」、「に係る費用」と包括的

に表記したりするなど、補助対象経費に含み

を持たせ、同要綱の規定だけでは、補助の対

象となる範囲がはっきりと分からないものが

見受けられた。 

ター佐倉） 

 

佐倉市事務決裁規程等を遵守し、起案審査

時にチェックシートを活用するなど確認体制

を強化し、適正な事務決裁を徹底いたしま

す。（高齢者福祉課、介護保険課、障害福祉

課） 

 

契約関連事務については審査者の審査を受

ける前に事前の供覧を行う者による確認が必

要であることと、事前の確認を行った旨を明

示することについて職員への周知を行いまし

た。（健康推進課、母子保健課） 

 

契約関連事務につきましては、確認者によ

る事前の供覧を確実に行うなど、佐倉市事務

決裁規程を遵守し、適正な事務処理に努めて

まいります。（農政課、商工振興課、生活環

境課、廃棄物対策課） 

 

今後は、佐倉市事務決裁規定等を遵守し、

適正な事務決裁を実施してまいります。（農

業委員会事務局） 

 

２ 意見 

（１）市独自補助金（助成金・交付金）にお

ける補助金交付要綱の補助対象経費について 

補助対象経費につきましては、できる限り

範囲を明確化するよう努めてまいります（自

治人権推進課） 

 

補助対象経費につきまして、補助金交付要

綱において補助対象となる範囲をできる限り

明確に記載するよう、努めて参ります。（高

齢者福祉課） 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

補助対象経費については、できる限り明確

にするよう努められたい。 

 

（２）佐倉市企業誘致・再投資促進助成金に

ついて（商工振興課） 

佐倉市企業誘致・再投資促進助成金につい

ては、産業振興及び地元雇用の拡大に資する

ことを趣旨としている。当該助成金の対象と

して、償却資産に係る固定資産税が含まれる

が、償却資産については耐用年数が長くない

ものもあり、また、耐用年数が短ければ助成

金の趣旨に沿った効果としては、限定的であ

ると思われる。 

企業の償却資産に対する設備投資について

は、補助対象期間の見直しがされたものの、

更なる研究・検討に努められたい。 

 

 

 

 

 

（２）佐倉市企業誘致・再投資促進助成金に

ついて 

佐倉市企業誘致・再投資促進助成金につき

ましては、制度趣旨をふまえて、より効果的

な助成金となるよう、助成対象等について引

き続き研究・検討に努めてまいります。（商

工振興課） 

 

 


